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(57)【要約】
【課題】あらゆる形状の交差点において支援対象を正確
に認識可能とする。
【解決手段】ＸＹ座標変換部１２により、通信機２によ
り取得した自車が進入する交差点から所定の範囲内に存
在する他車の情報に基づいて交差点に対する他車の位置
を演算し、監視対象エリア演算部１３により、記憶装置
１０に記憶されている交差点の情報に基づいて他車が位
置する範囲を監視対象エリアとして交差点からの方向で
設定する。そして、交差点に対する他車の位置が監視対
象エリア内である場合にのみ当該他車が支援対象である
と判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車が進入する交差点から所定の範囲内に位置する他車の情報を取得する通信手段と、
　前記交差点の情報を記憶する記憶手段と、
　前記通信手段により取得した前記他車の情報に基づいて、前記他車の前記交差点に対す
る相対的な位置を検出する他車位置検出手段と、
　前記記憶手段に記憶されている前記交差点の情報に基づいて、他車が位置する範囲を監
視対象エリアとして前記交差点からの方向によって設定するエリア設定手段と、
　前記他車位置検出手段により検出された前記他車の前記交差点に対する位置が、前記エ
リア設定手段により設定された前記監視対象エリア内である場合に前記他車が支援対象で
あると判定し、前記監視対象エリア外である場合に前記他車が支援対象でないと判定する
判定手段と、
　を備えたことを特徴とする車両運転支援システム。
【請求項２】
　前記通信手段は、前記他車と通信可能な車車間通信機であることを特徴とする請求項１
に記載の車両運転支援システム。
【請求項３】
　前記通信手段は、前記交差点に設置された通信設備より前記他車の情報を取得可能な路
車間通信機であることを特徴とする請求項１に記載の車両運転支援システム。
【請求項４】
　前記判別手段により前記他車が支援対象であることを判定した場合に、自車の運転者に
対して警告する警告手段を更に備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記
載の車両運転支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両運転支援システムに係り、特に交差点において支援対象を認識する技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、交差点での車両の衝突事故を防ぐために、各種運転支援システムが開発されてい
る。この運転支援システムは、例えば交差点への侵入前に、当該交差点内あるいは交差点
に近い位置にいる他車を早期に認識して運転者に対して警告をすることで、運転者に注意
を促すものである。
　このように交差点に近い位置にいる他車の認識及び警告を行う運転支援システムは、例
えば車車間通信により交差点に進入する車両同士で車両位置等の情報を交換し合い、同時
期に交差点に進入する虞のある他車がある場合に、運転者に対して警告するようにしてい
る（特許文献１）。
【０００３】
　また、近年では、道路に車両を認識するインフラシステムを設置する技術も開発されて
おり、このインフラシステムと車両とで通信する路車間通信により、インフラシステムを
介して交差点に近い位置にいる他車の情報を入手する技術も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３２３１８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、交差点は交差する道路の数や交差角等が全て同一の形状ではなく、また
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車線の数や走行路と近接した位置に並走する道路が設けられている場合等があり、単純に
交差点に近い位置にいる車両を検出して警告を行うのでは、衝突の危険性の高い支援対象
とその他の車両との区別が困難であり、衝突の危険性のない車両まで警告の対象となる虞
がある。
【０００６】
　したがって、例え上記特許文献１のような車車間通信や、路車間通信を用いて交差点に
近い位置にいる車両と確実に情報交換できたとしても、不要な警告の多い使い勝手の悪い
システムとなってしまう。
　本発明は、この様な問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、
各種形状の交差点において支援対象を正確に認識可能な車両運転支援システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、請求項１の車両運転支援システムは、自車が進入する交
差点から所定の範囲内に位置する他車の情報を取得する通信手段と、交差点の情報を記憶
する記憶手段と、通信手段により取得した他車の情報に基づいて、他車の交差点に対する
相対的な位置を検出する他車位置検出手段と、記憶手段に記憶されている交差点の情報に
基づいて、支援対象が位置する範囲を監視対象エリアとして交差点からの方向で設定する
エリア設定手段と、他車位置検出手段により検出された他車の交差点に対する位置が、エ
リア設定手段により設定された監視対象エリア内である場合に他車が支援対象であると判
定し、監視対象エリア外である場合に他車が支援対象でないと判定する判定手段と、を備
えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２の車両運転支援システムは、請求項１において、通信手段は、他車と通
信可能な車車間通信機であることを特徴とする。
　また、請求項３の車両運転支援システムは、請求項１において、通信手段は、交差点に
設置された通信設備より他車の情報を取得可能な路車間通信機であることを特徴とする。
　また、請求項４の車両運転支援システムは、請求項１～３のいずれか１項において、判
別手段により他車が支援対象であることを判定した場合に、自車の運転者に対して警告す
る警告手段を更に備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、車両の車両運転支援システムでは、交差点の情報と、通信手
段により取得した交差点から所定の範囲内に位置する他車の情報に基づいて、他車が支援
対象であるか否かを判別する際に、交差点からの方向で監視対象エリアを設定し、他車が
この監視対象エリア内にある場合にのみ支援対象であると判定するので、交差点が複雑な
形状であっても、交差点から所定範囲内に位置する他車のうち支援対象を正確に認識する
ことができる。
【００１０】
　請求項２の発明によれば、交差点から所定範囲内に位置する他車の情報を車車間通信機
により得るので、容易に他車の情報を得ることができ、通信設備を有していない交差点で
も支援対象の判定を確実に行うことができる。
　請求項３の発明によれば、交差点から所定の範囲内に位置する他車の情報を路車間通信
機により得るので、他車が車車間通信機を搭載していなくとも、交差点に車両の位置を検
出する装置があれば、他車の情報を得ることができる。したがって、あらゆる車両を支援
対象であるか否かの判定対象とすることができ、車両の見落としを防止することができる
。
【００１１】
　請求項４の発明によれば、他車が支援対象であることを判定した場合に、運転者に対し
て警告するので、慎重な運転を促すことが可能となり、交差点での衝突を防止することが
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できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る車両運転支援システムの構成図である。
【図２】対向車存在エリアの設定手順を示すフローチャートである。
【図３】十字路での対向車存在エリアの一例を示す説明図である。
【図４】対向車側の接続路が自車の走行路と一直線ではない場合での、対向車存在エリア
の一例を示す説明図である。
【図５】対向車側に隣接する並進路がある場合での、対向車存在エリアの一例を示す説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
　図１は、本発明に係る車両運転支援システムの構成図である。
　車両運転支援システム１は、車両に搭載され、図１に示すように通信機２（通信手段）
、ＧＰＳ受信機３、コントロールユニット４及び運転支援装置５(警告手段)により構成さ
れている。
【００１４】
　通信機２は、車両に搭載された車車間通信機あるいは路車間通信機である。車車間通信
機は、他車に搭載した車車間通信機と通信して車両位置や車速等の情報を交換し合う機能
を有する。路車間通信機は、交差点に設置されたインフラシステム（通信設備）と通信可
能な装置であり、当該インフラシステムを介して交差点の近辺に位置する車両と車両位置
や車速等の情報を相互に交換し合う機能を有する。
【００１５】
　ＧＰＳ受信機３は、ＧＰＳ信号を受信して、自車の位置及び進行方向を取得する機能を
有する。
　運転支援装置５は、本システムの出力部に相当し、表示装置や警報装置であって、コン
トロールユニット４からの制御信号に基づいて作動し、運転者に対して警告の表示、警告
音の出力を行って対向車（支援対象）が存在する旨の警告を行う機能を有する。また、警
告と合わせてブレーキ装置やアクセルを制御して、車両の速度を低下させるようにしても
よい。
【００１６】
　コントロールユニット４は、入出力装置、記憶装置１０（ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性Ｒ
ＡＭ等：記憶手段）及び中央演算処理装置（ＣＰＵ）等を含んで構成され、対向車判定機
能を備えている。詳しくは、コントロールユニット４は、記憶装置１０、交差点情報読み
出し部１１、ＸＹ座標変換部１２(他車位置検出手段)、対向車存在エリア演算部１３（エ
リア設定手段）、対向車判定部１４(判定手段)及び運転支援装置制御部１５を備えている
。
【００１７】
　記憶装置１０は、地図データ、道路情報及び道路標識情報を記憶している。
　交差点情報読み出し部１１は、ＧＰＳ受信機３から入力した自車の位置情報や車両進行
方向に基づいて、自車が進入する前方の交差点を特定し、記憶装置１０の地図データより
前方の交差点の形状（接続する道路の数、接続角度、道路幅等）や隣接路の有無を読み出
す。
【００１８】
　ＸＹ座標変換部１２は、交差点情報読み出し部１１において読み出された交差点の情報
と、通信機２から入力した判定対象車(他車)の位置情報とに基づいて、判定対象車の交差
点に対する相対位置を演算する。交差点に対する相対位置は、当該交差点の中心を０点と
して東西方向をＹ方向に南北方向をＸ方向としたＸＹ座標で表される。
　対向車存在エリア演算部１３は、交差点情報読み出し部１１において読み出された交差
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点の情報と、ＧＰＳ受信機３から入力した自車の位置情報とから対向車存在エリア（監視
対象エリア）を求める。対向車存在エリアは、判定対象車を対向車として判定するエリア
であり、交差点からの方向によって範囲が設定される。対向車存在エリアは、後述するよ
うに道路の接続角度等の交差点の情報によって変更される。
【００１９】
　対向車判定部１４は、ＸＹ座標変換部１２において求められた判定対象車のＸＹ座標と
対向車存在エリア演算部１３により求められた対向車存在エリアとに基づいて、判定対象
車が対向車であるか否かを判別する機能を有する。詳しくは、判定対象車のＸＹ座標が、
対向車存在エリア内（角度範囲内）であるか否かを判別し、対向車存在エリア内である場
合には対向車と判定し、対向車存在エリア外である場合には対向車でないと判定する。
【００２０】
　運転支援装置制御部１５は、対向車判定部１４において、判定対象車が対向車であると
判定した場合に、対向車が存在する旨の警告等が行われるように、運転支援装置５に作動
制御信号を出力する。
　図２は、対向車存在エリアの設定手順を示すフローチャートである。以下、図２を用い
て、コントロールユニット４における上記対向車存在エリアの設定手順を説明する。
【００２１】
　本ルーチンは、車両電源オン時に繰り返し行われる。
　始めに、ステップＳ１０では、通信機２により自車や交差点の近辺にいる他車を対向車
か否かを判定する判定対象車として、その車両位置等の情報を入手する。そして、ステッ
プＳ２０に進む。
　ステップＳ２０では、交差点情報読み出し部１１により、ＧＰＳ受信機３から入力した
自車の位置情報や車両進行方向と、記憶装置１０に記憶されている地図データとに基づい
て、判定対象となる前方の交差点を特定する。そして、ステップＳ３０に進む。
【００２２】
　ステップＳ３０では、ステップＳ２０において特定された交差点の情報、例えば交差点
の形状、隣接した並進路の有無やその位置を記憶装置１０から読み出す。そして、ステッ
プＳ４０に進む。
　ステップＳ４０では、対向車存在エリア演算部１３により、ステップＳ３０において読
み出された交差点の情報とＧＰＳ受信機３から入力した自車の位置情報に基づき対向車存
在エリアを設定する角度範囲θを設定する。なお、角度範囲θは、北を０度として自車の
交差点からの方向を示す角度αに対してθ1、θ2を減算した値、即ち（α－θ1～α－θ2
）との間の角度の範囲として設定される。そして、ステップＳ５０に進む。
【００２３】
　ステップＳ５０では、ステップＳ３０において読み出された交差点の情報により、並進
路の有無及びその間隔に応じて角度範囲θ（α－θ1～α－θ2）を補正して、最終的な角
度範囲θとして設定する。そして、本ルーチンを終了する。
　次に、対向車存在エリアの具体例について説明する。
　図３～５は、対向車存在エリアの一例を示す説明図である。
【００２４】
　図３は、十字路、図４は、対向車側の接続路が自車の走行路と一直線ではない場合、図
５は、対向車側に隣接する並進路がある場合を示している。
　図３～５のいずれも図中上側が北とし０°とする。自車は図中左側の西方から、角度α
（２７０°）で交差点に進入することとする。図中斜線部が設定した対向車存在エリアを
示す。
【００２５】
　図３に示すように、十字路では自車の進入方向と反対側（東側）に所定の角度ずつ広げ
た範囲、（α－θ1）～（α－θ2）の角度で示す範囲を対向車と判定する対向車存在エリ
アに設定する。例えば、上記のように自車の進入角度αが２７０度である場合、対向車存
在エリアの設定角度θをα－θ1（２７０－２１０＝６０°）とα－θ2（２７０－１５０



(6) JP 2012-123729 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

＝１２０°）との間に設定し、対向車存在エリアを６０度の範囲とする。そして、対向車
判定部１４において、判定対象車のＸＹ座標から交差点に対する角度βを演算し、この判
定対象車の交差点に対する位置を示す角度βが、対向車存在エリアの設定角度θ（α－θ
1～α－θ2）の範囲内である場合には判定対象車が対向車であると判定し、設定角度θ（
α－θ1～α－θ2）の範囲外である場合には判定対象車が対向車でないと判定する。
【００２６】
　図４に示すように、対向車側の接続路が自車走行路線と一直線でなく、例えば４５度北
側に傾いて接続されている場合には、対向車存在エリアの設定角度θ（α－θ3、α－θ4
）を図３における設定角度θ（α－θ1～α－θ2）より、夫々４５度少なく補正する。更
に、交差点に接続する別の道路が、対向車と認識する道路と角度が近い場合には、対向車
存在エリアの範囲を狭くして、隣り合う道路の範囲と重なり合わないようにするとよい。
例えば図４のような場合では、対向車存在エリアの設定角θを３０度の範囲に設定すれば
よい。このようにすると、対向車存在エリアの設定角度θ（α－θ3～α－θ4）を、３０
度（３０°～６０°）の範囲が対向車存在エリアとなり、北側から接続する道路のエリア
も－１５°から１５°まで３０度の範囲に設定すれば、重なり合わなくなり、誤認を防止
することができる。
【００２７】
　対向車側の道路に隣接して並進路が存在する場合、図５（Ａ）に示すように、上記図３
と同様に対向車存在エリアを設定すると、対向車側の道路に位置する車両ａだけでなく並
進路に位置する車両ｂも対向車存在エリア内に位置するので、車両ｂを対向車であると誤
認する虞がある。そこで、並進路の情報を地図データから読み込み、例えば対向車側の接
続路と並進路との道路間隔や道路幅等に基づいて、図５（Ｂ）に示すように、対向車存在
エリアの範囲θを狭くするように設定すればよい。このようにすれば、車両ａは対向車で
あると判定するとともに、並進路に位置する車両ｂは対向車存在エリアの範囲θから外れ
て対向車であると認識されることなく、不要な警告を抑制することができる。
【００２８】
　以上のように、本実施形態では、自車が交差点に進入する際に、車車間あるいは路車間
通信機により、当該交差点に進入する他車を判定対象車として検出し、判定対象車の位置
が対向車側の接続路に位置する場合に対向車が存在するとして運転者に警告する。これに
より、対向車の見落としを防止し、交差点での衝突を回避して安全性を高めることができ
る。
【００２９】
　本実施形態では、自車が進入する交差点を特定し、交差点の形状等の情報から対向車が
存在するエリアを、交差点からの方向の範囲で設定する。そして、判定対象車の位置が、
この対向車存在エリア内にあるか否かで判別するので、判定対象車の位置を追跡して移動
を推定するような煩雑な測定を行う必要がなく、容易に対向車であるか否かを判定するこ
とができる。
【００３０】
　また、対象交差点を特定し、その形状に応じて対向車存在エリアを設定する角度θを変
更するので、例えば対向車側の道路が傾いて交差点に接続されている場合や＋字路以外の
交差点でも誤認することなく、対向車の有無を確実に判定することができる。また、対向
車側の道路に並進路が存在する場合でも、対向車存在エリアを設定する角度θを変更する
ことで、並進路を走行する車両を対向車に誤認することなく、不要な警告が防止され、精
度の良い対向車の判定を実現させることができる。
【００３１】
　なお、本実施形態では、いずれも自車が西方から対象交差点に進入しているが、いずれ
の方向から進入する場合でも本発明を適用可能である。また、対向車存在エリアだけでな
く、側方進入車存在エリア、前方走行車存在エリア、後方走行車存在エリア等も設定し、
交差点に進入する他車が対向車であるか、あるいは側方から進入してくる直交車両である
か、前方・後方車両であるか、を判別して、運転者に知らせてもよい。このようにすれば
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、対向車との衝突だけでなく、交差点での側方衝突、追突、巻き込みなどを防止すること
ができる。
【符号の説明】
【００３２】
　　１　車両運転支援システム
　　２　通信機
　　４　コントロールユニット
　　５　運転支援装置
　１０　記憶装置
　１２　ＸＹ座標変換部
　１３　対向車存在エリア演算部
　１４　対向車判定部

【図１】 【図２】

【図３】
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